
⊥
｢

.

一
一
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叫
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†

木

一

や

･
水

卜
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､
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-
外

与

叶

1且
r

i
取

本

間

幸

作

岨
r

小
雪
業
の

免
許
制
を

諭
ず

打

-

緒

論

政

策
論
と
し

て

の

小

専
業
免

許
制
の

問
題

は
､

私

見
に

よ

れ

ぼ

相

互
に

閲
聯
し
っ

ゝ

而

も

其
の

本
質
を

異
に

す

る

三
つ

の

面

を

具
有

す

る
｡

菓
者
の

数
的
過

剰
の

認
識
に

蟄
足
し

､

従
つ

て

数
的
制
限
む

主

目

槙
と

す
る

手

段

と

し

て

の

小

膏
薬
免

許
制
は

其
の

一

面
に

し

て

業

者
の

質
的
低
劣
の

把
握
に

始
ま

少
､

従
つ

て

之

が

素
質
向
上
を

主
目

榛
と

す
る

手

段
と
し

て

の

小

妻
業
免

許

制
は

其
の

二

面
で

あ

ゎ
､

今

次
事
欒

を
契
棟
と

す

る

労
資
解
約

､

配
給
調
整

､

物
債
統
制
等
諸
般
の

戦
時
経
済
の

道
警
確
保
の

必

要
に

基

因
し

之

が

手
段

と

し
て

の

小

安
菓
免

許
制
は

其
の

三

面
で

あ
る

｡

沿
革
的
に

は

拳
界
の

論
議
の

重
鮎
は

常
に

右
の

中
の

第
一

面
に

注
が

れ
て

釆
た
が

事
欒
下
の

今
日

に

在
つ

て

は

寧
ろ

第
三

面

に

重
鮎
移
行
を

生

じ
て

来
た

｡

だ

が

戦
時
経

済
連
行
手

段
と

し
て

の

小

勇
菓
免

許
制
は

必

然
に

業
者
の

数
の

調
整

資
質
の

吟
味
を

其
の

主
内

容
と

す

る

を

以
て

以
下
で

は

便
宜
上

主
と

し

て

之

等
二

鮎
に

係
ら

し

め
つ

ゝ

論
議
を

進
め
て

見
る

こ

と
ゝ

す

る
｡

小

賛
美

者
の

数
的
過

剰
に

関
し
て

は
､

ク

ラ

ー

ク
､

ナ

イ

ス

ト

ロ

ム

に

よ

つ

て

果
し

て

数
的
過

剰
在
り

や
､

数
的
過

剰
の

標
準
如
何
の

疑
問
が

捷
起
せ

ら
れ

､

昭

和

十
年
八

月
の

日

商
の

照

合
に

封
す
る

各
種
組
合

､

商
菜
園

琴

自
治
健
か

ら
の

回
答
に

於
て

も
七

六
の

濫
立

小

繋
菜
の

免

許
制
を

諭

ず

4 4 ヂ
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⊥

埼

論

叢

第
四

春

希
五

娩

骨
定
に

封
し

四

八
の

濫
立

否

定
が

斎
さ

れ

た
｡

だ

が

尚
も
倍
数
的
過

整
是
静

が

古
来
磨
倒
的
な

定
款
を

形

成
し
て

釆
た
こ

と

は

支

厭
に

徹
し

明

な

寄
算
で

あ

る
｡

之

が

説
明

的
根
接
と

L
て

ア

メ

リ

カ

其
他
の

セ

ン

サ

ス

が

引
用
せ

ら

れ
､

吾
閲
に

於
て

も
六

大

都
市
其
他
の

商

業
調
査
若
は

国
勢
調
査
が

利
用

せ

ら

れ
て

､

消

費
人
口
･

拍

費
世

帯
若
は

小

安
額
乃
至

生

産
儲
封
小

葉
貴

著
比

率
が

求

め

ら

れ
て

来

宅

而

し

て

硯
養
に

於
て

は

之

等
の

比

率
を

棍
様
に

過
剰
を

推
定

し
､

之

が

原

因
を

社
食
的
経

済
的
地

盤
に

求
む

る

鹿
追

論
議
の

蟄
展
む

来
し

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

尊
者
の

抽

象
論
と

し
て

な

ら

兎
も

角
､

公

的
論
議
と

し
て

小

安
貴
通

剰
給
が

取
上

げ

ら

れ

た
の

は

我

国
に

於
て

は

昭

和

四

年
下

期
の

商

工

省
の

商
工

審
議
倉
に

於
け
る

を

抑
々

の

始
め

と

す
る

で

あ

ら

う
｡

商
工

審
議
倉
の

公

的
決
議
の

一

部
と

ト
て

内

容
附
け
ら
れ

た
と

云

ふ

意

味
で
汁

蒜
…

い
｡

正

式
決
議
に

至
る

迄
の

第
三

特
別
委

員
合
に

於
け
る

紛
議
及

正

式
決
議
と

し
て

の

第
三

部
小

安
制
度
改

善
案
に

封
す

る

東
京
太

物
商
同

条
組
合
の

反

聖
息

見
善
が

興
味
の

封
象
た
る

の

で

あ

る
｡

第
三

特
別
委

員

合
に

於
け
る

塗
蹄

に

始
ま
つ

て

我

国
小

膏
薬
過

剰
封
衆
論
は

之

が

背
景
た
る

我

閉
経
済
思

潮
の

三

愛
棒
を

反

映

し
､

自
治

及

官
給
統
制
の

否

定
､

自
治

統
制
の

肯
定

官
給

統
制
の

否

定
､

自
治
及

官
給
統
制
の

肯
定
と

茸
に

三

度
其
の

様
相
を

改

欒
し

た
｡

同
業
者
数
の

自
治
的
制
限
の

典
型
と

見
ら

る

皇
軍
籍
商
組
合
の

距
離
制
限
は

文
献
に

敬
す
れ

ぼ
､

大
髄

昭
和

四

年
初
秋
の

事
に

屈
す
る

ら

し
い
｡

之
を

商
工

摩
議
合
第
三

特
別
委

月
食
は

狙

上
に

載
せ

｢

斯
り

云
フ

コ

ト

ガ

始
マ

リ

マ

ス

ト
､

オ

互
ガ

既
得

権
ヲ

撞
ツ

テ

居
ツ

テ

F

レ

グ

ケ

ノ

距
離
ガ

ナ

ケ

レ

バ

ナ

ラ

ヌ

カ

上
耳

フ

ヤ

ウ

ナ

事
ヲ

銘
々

ノ

組
合
ガ

ヤ

サ

出
シ

ハ

シ

ナ

イ

カ
+

が

憂
へ

ら

れ
､

｢

法
理

上
カ

ラ

云
ツ

テ

モ

､

賓
際
上
カ

ラ

云
ツ

テ

モ
J

是
ハ

非
常

二

考
慮
セ

ラ

レ

ネ
バ

ナ

ラ

ご

と

さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

常
時
の

自
由
主

義
思

潮
は

｢

吾

三
小

安
商
ガ

多
過
ギ

ル

上

亨
事
ハ

分
ッ

テ

居
リ

マ

ス

ケ

レ

ド

モ
､

優
膠
劣
敗

デ

自
然
拘
滅
デ

蹟
レ

ル

モ

ノ
ハ

潰
レ

ル

コ

ト
ニ

ナ

ル
+

▲

す

身

4 4 6
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年

も
上

中



∵

Y

八

､

｡

+
一

｢

.

1

つ
★

.

†

ん

､

｡

恥

`

紙

､

-

拉
よ

叫

葛
,

･
育

も
の

と

し
て

組
合
に

よ

る

自
給
統
制
を

す

ら

希
求
し

な
か
つ

た
の

で

あ

る
｡

然
る

に

金
解
禁
を

困
る

其
の

後
の

経
済
の

破
局

的
恐

慌
は

｢

銘
々

ノ

組
合
ガ

ヤ

サ

出
シ

(

シ

ナ

イ

カ
+

の

憂
を
正

に

茸
現
せ

し

め

て

小

安
貴
著

敦
の

自
治

的
制
限
の

茸
施
数
は

漸
次
増
加
し

､

昭
和

十
年
八

月

現
奄
に

於
て

東
京
の

み
に

て

も
青
果
商

･

白
米
商

･

生

花
商

･

蓄

.

音

磯
商

･

雑
誌
商

･

書
籍
商

･

履
物
商

･

金
物
商

･

白
樺
革
商

･

靴
商

こ
昂

眞
材
料

滴
の

±
組
合
を

数
へ

る

に

至
つ

咤

而

も
清
洲
事

欒
を

契

機
.

と

す

る

溌
制
主
義
思

潮
の

撞
頭
は

業
者
の

共

倒
れ

的
自
由
競
争
を

漸
次
嫌
意

し
､

自
治

溌
制
否

認
の

態
度
を

修
正

し
て

積
極
的

に

斯
1

る

組
合
的

競
制
を

希
求
す
る

方
向
に

小
安
菓
政

策
を

振
向
け
た
の

で

あ
つ

た
｡

.

だ

が
､

各
曹
菜
が

同
一

企
業
主
に

も
属
せ

ざ
る

限

斗

管
利
の

獲
得
を

頼
基

と

す

る

資
本
主

義
が

猫
占
に

徹
底
す

る

こ

と

は

夫

自
饅
矛

盾
で

あ

る
｡

沈
ん

や

企
業
数
甚
だ

大
に

上

カ
､

企

業
意

識
に

於
て

窒
息

的
な

個
人

主

義
者
で

あ

旦
.

経
営
態
様
む

相
互
に

着
る

L

く
懸
絶

L
､

手
工

菓
的
販

賓
業
者
を

多
数
包
擁
す
る

現

今
小

安
業
者
に

於
て

は

倫
真
で

あ

る
｡

だ

か

ら
小

頁
乗
組
織
の

現

状
に

於
て

は

例
へ

ぼ

書

籍
雑
誌
商
組
合
に

見
る

如
く
商
品
の

配
給
源
泉
に

於
け
る

強

度
溌
制
の

葦
施
が

可

能
な

ら

ざ
る

限

斗

法
的
強
制
手

段
を

除

外
し
て

は

永

久

的
且

完
全

な
る

親
御
の

維
持
は

不

可

能
と

断
ぜ

ざ

る

を

得
な
い
｡

既
に

自
治
競
制
茸
施
中
の

白
米

商
･

靴
商

･

履
物
商

等
の

諸
組
合
に

法
的
制
限
要

望
の

萎
む

脚
く
は

之
が

為
で

あ

戦

費
本
主

義
経

済
は

亦

夫
自
鰻
の

濁
占
へ

の

葡
展
的
要
求
に

従
つ

て

漸
次
之

等
の

意
見
に

聴
従
す
る

｡

既
に

飼
れ

た
る

が

如
く

､

東
京
太

物
商
同
乗
組

合
は

商
工

審
議
食
の

小

責
商
制
度
ノ

改

善
三

園
ス

ル

方
策
+

に

勤
し

反

封
意
見
書
を

蟄

表
し

た
｡

日

く
｢

小

安
菓
ヲ

凡
テ

許
可

主

義
ト

シ

其
ノ

数
及

地

理

的
配

撃
一

付
キ

通
常
ナ

ル

調
節
ヲ

行
ヒ

､

小

膏
貴

著
ノ

過

多
濫
立

ヲ

防

7

欄

止
ス

ベ

シ
+

と
｡

之
れ

恐

ら

く
は

巣
者
国
債
に

ト
て

小

安
英
数
の

浜
的
制
限

を
唱

ふ

る

も
の

の

最
初
に

任
す
る

も
の

で

あ

ら

う
｡

だ

が

此

舶

小

安
莫
の

免

許
制
を

静
ず
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■
橋

論

叢

第
四

巻

第
五

敦

2｡

の

意
見
は

現
行
の

全
軍
芙
免

許
制

度
給
と

沿

革
的
に

無

閲
係
で

雷
､

勿
論
常
時
の

自
由
主

義
経

済
に

受

納
れ

ら

る

ゝ

筈
も

な
か

つ

冤

棚

小
賛
美
免

許
制
施
行
の

為
に

は

更
に

勲
火
の

試
練
を

必

要

と

し
､

其
の

根
幹
の

経

済
に

確
固

た
る

溌
制
の

進
展
を

不

可

避
と

し

た
｡

而
し

て

既
述
の

昭

和
五

年
後
の

経

済
恐

慌
は

前
者
を

昭

和

十
二

年
の

日

支
事
欒
に

基
く
経
済
の

純
戟
此
は

後
者
を

や

が

て

充

足
し

た
｡

打
境
く
恐

慌
の

波
は

生
産

輸
入

卸
菓

界
の

猫
占
他
を

更
に

小

安
業
界
其
物
の

集
中
化
を

促
進
し
て

恐

慌
の

犠
牲
を

凡
て

経
済
的
窮

考

従
つ

て

亦
小

雪
菓
者
の

肩
の

上
に

樽
嫁
し

袴
〉

放
り

出
さ

れ

た

失
業
群
は

職
む

求
め

て

小

勇
美
都

門
に

殺
倒
し

た
｡

農
村
産
業
組
合
亦
小

愛
美
者
よ

カ
の

配
給
利
潤
の

奪
取
に

よ
つ

て

負
捨
の

軽
減
を

企

固
し

た
｡

恐

慌
其
物
の

密
す

商
品
値
下

り

損
､

東
上

減
退
に

加
へ

て

の

之

等
外

カ
の

作
用
が

如
何
に

小

賛
美
者
の

悲
境
を

来
し

た
か

は

六

大

都
市

､

仙
茎

､

金
澤

､

甲

府
等
の

不

完
全

南
桑
調
査
を

以
て

し
て

も

歴

然
で

あ

る
｡

斯
く
て

小
安
葉
音
の

組
織
化
法
と
し

て

商
乗
組

合
法
が

､

其
の

金
融
流
通

手

段

と
し

て

各
種
低
資
融
通

要

綱
､

損
失

補
償
制

度
､

商
工

組
合
中
央

金
庫
法
が

､

百

貨
店
封
策
と

し

て

百

貨
店
法
が

出

現
し

た
｡

既
述
の

自
治
的
過

剰
対
策

以
外
に

法
的
封
発
と

し
て

の

､

小

貸
巣
過

剰
防
止

法
の

要

求
亦

従
つ

て

急
激
に

焼
烈
化
せ

ず
し
て

終
る

筈
が

な
い

｡

昭

和
九

年
下

期
商
工

省
は

昔
時
の

小
安
巣
窮
迫
の

苦
情
に

直
面

し
､

小

膏
薬
改

善
調
査
委

月
食
を

組
織
し

て

小

勇
菜

封
策
の

考

究
に

乗

出
し

た
が

､

現
在
の

小

安
菓
免

許
制

茸
旛
の

要

望
は

箕
に

此
の

直
前
噴

か

ら

切

賢
妹
を

帯
び

て

釆
た

｡

一

般
小

賛
美
に

謝
す

る

若
は

個
別

的
小

安
業
に

閲
す
る

各
種
業
者
囲

慣
よ

カ
の

府
･

市
･

警
硯
應

･

商
工

合
議
所

･

就
中

商
工

省
に

封
す

る

免

許
制
施
行
の

請
願

文

は

陳
情

は

此
の

頃
に

始
ま

斗

而
L
て

此
の

頃

か

ら

漸
次
数
を

増
加
し

て

行
つ

.
た
の

で

あ

る
｡

例
へ

ぼ

昭

和

九

年
三

月
､

東
都
商
工

組
合

聯
合
食

は

小

安
商
並
に

日

用

品

璽
買

磯
紺
の

認

可

制
を

要
望
し

､

同
年
七
月

及

九
月

の

両

度
横
濱
茸
菜
組
合
聯
合
禽
よ

カ

既
得

樺
尊
重

､

地

域
内

同
業
若
は

商
業
組
合
の

意

見
喪
取

を

内

容
と

す

る
一

腰
小

安
菓
の

新
規
開
始
に

対
す
る

認
可

制
を

､

同

八

月

及

十
月

北

海
道
商
工

合
聯
合

･並
'
T

亀

7

■

〆

一

戸

L
打
′

h

L
-
す

l

寸

心

/

ト

サ
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｡

か
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.

う

ん

｡

叫
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村

､

"

･

.

叫
り

沖

合
並
に

新
潟
資
菜
園

喋
聯
合
食
よ

カ

夫
々

類
似
の

一

般
的
小

膏
薬
免

許
制

施
行
の

要

望
が

行
は

れ

た
｡

叉

個
別
的
小

勇
菜
免

許
制
に

閲
し

て

は
､

白
米

取

引
営
巣
の

認
可

制
賓
施
方
に

付
き

昭

和

九

年
七
月

大
日

本
米

穀
倉
よ

カ
､

眼
鏡
の

選
定
硬
膏
菓
の

銑
得
樟
容
認
及

免

許
制

茸
施
方
に

付
き

称

年
八

月

及

十
一

月
の

両

度
東
京
眼

鏡
製
造

坂
東
同
業
組

合
よ

旦
.

酒
類
販

膏
薬
者
の

免

許
制
苦
海
方
に

付
き

同

年
九

月

高
知
市
酒

類
販
責
葉
山

崎
斌

外
五

三

八

名
よ

カ
､

青
果
小

雪
菓
の

距

離
制
限

並
に

瞥
菓
の

免

許
制
の

浜
律
制
定
方
に

付
同

十
月

東
京

青
果

小

頁
商
組
合
よ

り
+

新
規
肥

料

菓
の

制
限

方
に

付
き

昭

和

十
年
五

月

九

州
各
願
肥

料
同
業
組
合
聯
合
食
及

全
日

本
肥

料
園

曜
聯
合
食
よ

カ

夫
々

陳
情
が

茸
施
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

乏
等
の

諸
状
勢
の

中
に

奄
つ

て

各
条

関
係
国

環
に

対
す

る

ア

ン

ケ

ー

ー

も
若
干

茸
施
さ

れ

た
｡

先

づ

日

商
に

於
て

は

前
述
の

商
工

省
の

小

繋
菜
改

善
調
査
委

月
食
の

審
議
項
目

に

閲
し

全

国
各
地
の

商
工

合

議
所
に

封
し

意
見
の

岡

谷
方
を

求
め

た
が

､

其
の

中
小

頁
菓
許
可

制

に

闊
L

態
度
を

明
に

せ

る

も
の

十
二

､

而

し
て

賛
否

相

年
し

､

更
に

昭

和

十

年
八

月

之

も
振
述
の

商
工

合
議
府
外
の

経

済
国

饉
地

方

自
治

国

慣
へ

の

照

合
に

於
て

免

許
制

賛
成
六

八
､

反

封
七
五

､

其
他

一

九
の

回

答
を

得
た

｡

亦

昭

和

十
年

一

月

東
京
賓
菜
組
合
聯
合

食
は

東
京

管
下
の

各
同
業
及

準
則
組
合
に

封
し

､

小

責
菓
数
制
限
の

可

否
に

付
諮
問
し

た
が

､

答
申
組
合
数
八
の

中
賛
成
四

､

反

対
三

､

組
合
に

よ

る

許
可

主

義
一

の

結
果
を

得
た

｡

小

膏
薬
数
制
限

要

望
の

聾
は

更
に

具
慣

的
な

法

案
要

綱
の

提
示

と

な
つ

て

現
は

れ

た
｡

昭
和

十
一

年
十
月
の

新
規
開

業
に

付
き

一

定
の

資
格
要

件
の

具
備
と

消
費
人

R

距

離

等
の

客
観

的
要

件
の

具

備
と

を

内

容
と

す
る

伊

藤
重
治

郎
氏
の

｢

小

安
業
法

案
要

綱
+

､

翌

年
二

月
の

商
工

大

臣
の

認
可

を

得
て

小

茸
菓
溌
制
組
合
を

組
織
し

以
て

資
格
(

智
識

･

経

験
･

年
齢

･

賓
産

其
他
)

の

制
限
若
は

検
定

､

店
舗

0
ノ

乱

の

新
設
(

距
離

其
他
)

譲
渡
及

接
張
の

制
限

又
は

債
格

､

従
業
員

､

営
業
日

､

営
業
時
間
の

制
限

を

行
ふ

べ

し

と

す

る

東
商
の

1

小

安
菓

4 4

小

安
菓
の

免

許
潮
を

論

ず



一

橋

論

叢

弟
四

春

草
五

鼓

盟

統
制
組
合
法

案
要
綱
+

の

建

議
は

何
れ

も
小

菅
業
敷
の

制
限
む

も
其
の

直
凄
目

的
の

一

と

し

た
｡

小

専
業
者
の

意
識
は

右
の

如

く

欒
化

し

た
｡

而
も

府
小

膏
菜
を

国

儀
す
る

客
観
的
状
勢
は

､

小

章
票
免

許

制
に

勤
し

未
熟
で

あ
つ

た
｡

商
工

省
の

小

京
菜
改

善
調
査
委

烏
合
も
昭

和

十
年
九

月

･｢

小

安
莫
統
制

三

脚
ス

ル

事
項
+

に

閲
し

決
議
し

た
が

､

小

安
業
免

許
制
に

閲
し

て

は

｢

業
者
ノ

敷
叉
(

資
格
若
ハ

店
舗
ノ

距
離
ノ

制
限

等
小

安
菓
者
ノ

移
多

二

封
ス

ル

統
制
二

伸
考
慮
ヲ

加
フ

ル

ー

輿
ニ

､

其
ノ

無

秩
序

ナ

ル

腎
菜
ヲ

規
律
ス

ル

方
法
ヲ

講
ズ

ル

コ

ト

必
要
ナ

リ
｡

然
レ

ド

モ

小

賛
菜
箸
ノ

勢
多
二

封
ス

ル

統
制
ハ

我

国
社
食
霹

清
二

影
響
ス

ル

所

多
キ

ヲ

以
テ

慎
重
二

之
ヲ

考
究
ス

ル

ノ

要
ア

ヱ

と
し

て

途
に

其
の

重
鮎
を

回
逢
し
て

了
つ

た
の

で

あ

る
｡

蓋
し

経

済
の

最
末

端
に

任
す

る

小

安
業
の

根
本
的
統
制
は

財
の

流
れ

に

遡
つ

て

其
の

下

部
構
造
た

る

経
済
就
中
生

産
の

徹
底
的
統
御
の

一

環
と

し

て

の

み

よ

く
安
草
す

べ

く
､

之
が

為
に

は

更
に

常
時
侍
魂
存
す

る

法

律
上
の

常
葉

自
由

､

経

済
上
の

取
引
自
由
は

執
念
に

於
て

も
茸
際
に

於
て

も

完
全
に

彿
拭

せ

ら
る

1

を

必

要
と
し

た
｡

昭

和

十
二

年
七
月
支
部
事
欒
勃
聾
し

､

其
の

戦
局
の

接
大
を

致
す

や

東
亜

新
秩
序
の

建
設
な
る

全

軍
王

養
的
理

想
を

目

梗
に

我
国
国
内

は

正
に

物
心

南

面
の

動
負
債
制
の

急
激

完
成
を

強

行
し

た
｡

困
て

脅
さ

れ

た

る

平
和

産
業

･

軽
工

業
の

抑
制

､

国
防
工

業
･

重
工

業
･

鞄

■

出
産
巣
の

振
興
等

一

聯
の

国
民
経

済
の

飛
躍
的
な

る

濁
占
化

は

其
の

過

程
に

於
て

必

然
意
識
的
に

小
安
業
の

取
扱
商
品
の

量
､

質
並
に

其

の

麹

韓
度
数
を

制
限
し

た
｡

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

回
避
の

震

臍
政

策
は

僚
剰
債
値
部
面
の

縮
少

に

於
て

最
も
多
く
現
象
し

従
つ

て

亦

小

安

利
潤
の

縮
少

を

強

行
し

た
｡

之
等
が

何
れ

も
小

勇
商
業
の

窮
迫
原

因
と

し
て

作
用

し

滑
極
的
に

小

勇
葉
音
の

禰
封
的
過

剰
原

因
を

樺
成
す

る
こ

と

云

ふ

迄

も
無
い

｡

而
か

も
大
陸
へ

の

小

頁
菜
の

移
植

･

軍
需

･

稔
出

･

代
用

品
工

菜
へ

の

韓
換
は

必

要
に

し

て

而
も
至

難
の

菜
と

さ

れ

る
｡

裁
に

於
て

か

小

安
業
者
数
制
限
を
日

棲
と

す
る

小

安
業
免

許
制
必

要

論
は

更
に

促
進
さ

れ
て

釆
る

｡

去
る

第
七

十
四
議
倉
並
に

4与0

i
肝
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其
以

後
に

於
け
る

八

田

商
相
の

小

費
莫
免

許
制
施
行
の

示

唆
乃
至

は

之
に

基

く
商
工

省
小

安
菓
改

善
調
査
委

烏
合
に

於
け
る

同

問
題
の

研

究
は

牛
ぼ

正
に

右
理

由
に

出
で

､

本
年
三

月

有
賀
録
郎
氏
提
案
の

｢

一

定

資
格

､

滑

費
ノ

増
減

､

同
乗
店
舗
ト

ノ

闊
係
+

を

内

容
と

す

る

小

勇
菓
許
可

制
要

綱
､

本
年
七
月

東
京
箕
菓
組
合
聯
合
食
提
案
の

資
格
制
限
距

離
制
限

を

内

容
と
す

る
｢

小

安
菓
免

許
制
二

封
ス

ル

意
見
+

は

全

的
に

､

亦

本
年
六

月

商
業
組
合
ヰ
央

合
時
局

封
策
委

員
合
に

於
て

論

議
さ

れ

た

る

資
格
制
限
を

主
内

容
と

す
る

商
貴
著
許
可

制
要

綱

l

は

牛
ぼ

右
動
機
に

出
費
す

る

も
の

と

考
へ

ら
れ

る
勺

だ

が

若
L

も
斯
る

意

固
を

目

指
し
て

の

み

小

賛
美
免

許
制
が

茸
施
さ

る
べ

し

と

す

る

な

ら

ば
､

そ

れ

は

小

安
菓
の

静
的
安
息
保
護
を

目

的
と

す

る

所
謂
復
古
的
中
等
社
食
政

策

的
性

質
に

終
始
L

､

従
爽
の

理

論
に

一

歩
を

も

進
め

ざ
る

結
果
と
な

る

で

あ

ら

う
｡

元

来
我

圃
産
業
の

構
成
的
特

徴
は

軽
工

菓
の

相

封
的
比

重
の

過

大
と

過

小
経
営
の

勢
多
と

に

求

め

ら

れ
て

来

宅

だ

が

各
圃
の

保
護
闊

稗
政

策
に

基
く
市
場
の

狭

臨
地
は

既
に

事

璧
別

に

於
て

軽
工

業
の

蟄
居
の

頭
打
ち

を

招

来
し
て

其
の

方
面

に

於

け
る

資
本
蓄
積
を

妨
げ

､

産
業
漁
備
群
並
に

増
加
人
口

は

国
内

向
産
業
に

殺
倒
し
て

小

安
菓
の

み

な

ら

ず
､

農
業

･

エ

業
･

接
客
業

･

飲

食

店
業
其
他
に

於
け
る

過

小
経
営
の

増
大
を

来
し

叉

此
の

方
面
に

於
け
る

資
本
蓄
積
を

妨
げ

た
｡

所
謂
葉
音
過

剰
は

斯
く
濁
り
小

勇
彙
の

み
の

特
有
現

象
で

は

な
か

つ

た
の

で

あ

る
｡

斯
く
て

新
市
場
の

獲
得

､

産
業
の

重
工

業
此

･

過

小

経

営
の

淘
汰
は

我

国
資
本
主

義
に

多
年
欝
積
せ

る

切
茸
な

る

内

面

的
要

求
む

形

成
し
て

来

宅

其
塵
に

支

部
事
欒
が

勃
賛
し

た
の

で

あ

る

が
､

東
亜
の

新
秩
序
な

る

思
想
の

背
景
に

は

資
に

斯
る

我

国
資
本

主

義
の

矛
盾
の

揚
菓
と

云

ふ

こ

と

が

裏

付
け
ら

れ
て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

資
本

･

労
働
力

･

技
術

･

経
営
材

能
の

配
給
部
門

･

文
化
部
門

･

一
廃
棄
接
客
業
部
門
へ

の

流
入

阻
止

､

既

に

流
入

せ

る

も
の

1

引
上
げ

は

礎
つ

て

我

国
資
本
主

義
蟄
展
の

必

然
的
方

向
に

則
し

､

小

専
業
免

2 3

許
制

簑
の

手

段
の

法
制
化
の

軒
に

新

雪
誓
約

嘉
畠
加
す
る

｡

霊
の

商
組
中

央

雲
量
霊
案
が

署
制

墨
量
者
の

榔

小

‡

菓
の

免

許
制

を

静
ヂ



一

橋

爵

轟

第
四

塵

界
五

挽

24

み

な

ら

す
､

会

商
貴
著
に

迄

擁
大
摘
用

す
べ

L

と

せ

る

こ

と
′

は

稗
々

此
の

意
義
を

了

解
す
と
云

ふ

べ

き

か
｡

:

更
に

資
本
主

義
図
が

其
の

産
菓
の

再

編
成
に

雷
つ

て

は

常
に

全

館
主
義
的
な

溌
制
機
構
に

於
て

完
成
せ

ん

と

す

る

必

然
性
を

有
し
て

ゐ

る
｡

個
別

的
経

済
活
動
が

一

定
の

計
婁
の

線
に

沿
つ

て

全

醍
産
豊
壌
構
中
の

其
の

在
る
･
ペ

き

地

位
に

立

ち
､

最
高
目

梗
に

向
つ

て

此
の

日

梗
か

豊
息

鼓
し

乍
ら

機
能
す
る

こ

と
は

哉
寧
の

要

求

す

る

産
業
再

編
成
の

一

直
線
的
遂

行
に

取
り

不
可

映
の

要

件
を

構
成
す

る

か

ら
で

あ

る
｡

而

し
て

計
量

性
は

産
業
段
階
と

L

て

は

輸
入

､

生

産
段

階
に

部
門
別
に

は

基

本
工

菓
部
門
に

先
づ

打
樹
て

ら

れ

る

の

が

常
で

あ
る

が
､

計

蔓

性
其
も
の

内

面

的
要

求
は

間
も
な

く
配

給
消

費
従
つ

て

亦

小

安
業
の

如
き

末

椅
的
段

階
に

も
計
蔓

性
を

輿
へ

て

来
る

｡

蓋
し

然
ら

ず
ん

ば

飛
躍
的

国
防
産
菓

此
は

戦
時

的
国
民
生

活
必

要

品
す

ら

を

も
減
少

せ

し

め
､

斯
く
て

生

ず
べ

き

生

活

必
要

品
の

偏
在
化

､

曙

取

引
､

債

格
の

高

騰
､

曙
倍
格
は

産
業
の

編

成
啓

､

計
蔓

性
に

暫
し

一

大

否

定

的
要

素
を

形

成
す
る

怖
れ

が

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

従
つ

て

小

童
業
者

の

資
質
を

撰

接
し

之

を

動
揺
無
き

一

定
の

地

位
に

寵

置
し

之

を

其
の

俵
小

安
菓
登

録
簿
に

反

映
せ

L

め
.
て

能
率
の

促
進

､

背
反
の

防
止
に

雷
ら
し

む

る

こ

と

は

斯
く
て

是
非
と

も
必

要
此

L
て

来
る

｡

以
上
の

如
く
小

安
莫
の

免

許

制
は

産
菓
の

再

編
成
上
の

一

掃
結
鮎
を

形

成
す
る

｡

産
菓
が

凡

ゆ
る

方

向
に

於
て

計
葺

化
せ

ら
る

ゝ

時
､

小

費
業
免

許
制
が

小

安
菓
計
量

他
の

手

段
と

し
て

安
雷
す

る

時
で

あ

る
｡

此
の

場
合
の

小
膏
薬
免

許
御
が

純
粋
の

経

済
政

策
立

法
と
L

て

復
古
的
な
る

小

安
業
免

許
制
に

此

L

統
合
添
上
に

占
む

る

地

位
は

格
段
で

あ
る

｡

之
は

云

ふ

迄

も

無
い

｡

だ

が

個
々

の

産
菜
を

問
題
と

す

る

限

斗

そ

れ
の

構
成
的
攣
移
の

時

機
は

勿
給
個
々

産
菓
の

技
術
的
構
成
度

､

戦
時
的
必

要

度
に

應
じ
て

相

違
す
る

｡

小

膏
薬
免

許
制
が

産
業
再

編
成
の

一

手

段
を

構
成
す
る

以
上

､

首
該
産
菓
部
門
生

産
物
を

取

故
ふ

小

賛
美
が

従
つ

て

亦

免

許
制
導
入
の

時
横
を

異
に

す
る

の

は

首
然
で

あ

る
｡

例
へ

ぼ

自
然
的
猫
占
條
件
に

意
ま

る

ゝ

電
気

･

瓦

斯
･

水

道

等
の

供
給
的
小

安
菜
に

在
つ

て

は

自
由
主

義
牽
か

な

り

し

4～才
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､
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青

ん
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Y

り
一

斗

わ
⇒

ィ

如

頃

既
に

許
可

制
下
に

服

し

寛

政

府
の

専
責
下
の

煙
草
小

責
亦

同
様
で

あ

る
｡

昭

和

十
二

年
八

月
の

臨
時
議
合
は

百

貨
店
に

封
し

其
の

猥

占
他
の

故
に

百

貨
店
法
を

成
立

せ

し

め
､

其
の

新
設
接
張
其
他
の

管
英
行
薦
を

許
可

制
下

に

統
制
し

咤

夫
れ

が

持
つ

租
稔
政

策
的
理

由

の

故
に

既
に

早
く
法
的

弼
占

旦
享

受

せ

る

酒

類
製
造
は

昭

和

十
三

年
四
月

一

日

以
後

､

其
の

猫
占
此
を

販
責
業
者
の

上
に

も
押
L

及

ぼ

し

た
｡

更
に

過

ぐ
る

昨

年
の

議
合
は

戦
時
下
の

食
糧
政

策
の

重
要

性
に

基
き

米
穀
配

給
統
制
法
を

通

過

せ

し

め
て

釆
穀
配
給
菓
を

許
可

制
と

L

た
｡

米
穀
が

所
謂
米
穀
問
題
を

形

成
し

､

既
に

早
く
政

府
の

統
制
政

策
の

封
象
た

り

L
こ

と

は

周
知
の

通
力
で

あ

る
｡

斯
く
L

て

以
上

か

ら

次
の

事
柄
が

要

約
さ

れ

る
｡

個
別
的

な
る

小

安
菓
免

許
御
は

猫
占
経
済
の
.

進
展
に

比

例
し

､

猫
占
此
せ

る

企
業
に

於
て

の

み

原

則
と
し

て

現

象
す
る

こ

と

が

其
の

一

つ
｡

個
別
的

な

る

小

勇
菓
免

許
制
は

原
則
と

し
て

常
該
座
乗
の

生

産
計
量
性
の

結

果
と

L

て

従
つ

て

亦

首
該
産
業
の

全

牒
と

し
て

の

計

蔓
性
の

一

環
と

し
て

の

み

現
象
す
る

こ

と

が

其
の

二

つ
｡

而
し

七

此
の

二

つ

の

事
柄
か

ら

更
に

次
の

事
柄
が

演
繹
さ

れ

て

来
る

｡

一

般
的
小

膏
薬
免

許
潮
は

国
民

経
済
が

個
別
的
な

る

産
業
計
量

性

か

ら

綜
合
的
な

る

産
業
計
葦
性

に

置
換
せ

ら
る

る

場
合
に

の

み

始
め

て

登

場
L

､

仝

慣

的
な

る

生

産
配

給
の

計
蔓
性
の

結
果
と

し
て

及

其
の

裏
付
け

あ
る

場
合
に

の

み

算

数
を

持
つ

と

云

ふ

こ

と

之
で

あ
る

｡

昭

和

十
三

年
二

月
の

議
合
が

商
業
組
合
法

第
九

仮
の

三

を

新
設
し

所
謂
統
制
命
令
の

蟄
動
を

條
件
と

し

嘗
該
商
菓
組
合
の

地

底
内
の

雷
該
商
巣
の

許
可

制
の

施
行
権
限
を

行
政

官
鹿
に

附
興
し

､

而

も

未
だ

何
等
の

茸
数
を

も
密
さ

な
か

つ

た

其
の

原
因
の

･一

年
は

賛
に

前
述
の

国
民

経

済
の

金

曜
的
計
喜
此

と

帝
離
せ

る

こ

と

に

出
す
る

も
の

で

あ

る
｡

而

L
て

今
や

産
業
の

金

環
的

計
董
此
は

眈
に

完
成
の

中
道
を

走
つ

て

ゐ

る
｡

一

般
的
小
黄
葉
免

許
制
の

経

済
的

地

盤
は

漸
次
梧
は

れ

つ

ゝ

あ

る

の

で

あ

る
｡

文
化

未
蟄
達
の

過
去
に

在
つ

て

は

小

章
業
者
は

読
み

､

書
き

､

算
盤
等
徒
弟
修

業
の

結
果
を

以
て

よ

く
文
他

階
級
の

地

位
を

保
ち

､

よ

3

く
其
の

曹
菓
を

し

て

専
門

的
腎
菓
た

ら

し

め
て

釆
た

｡

然
る

に

文

他
の

蟄
達
は

漸
次
相

封
的
に

小

襲
貴

著
の

社
食
的
地

位
を

低
下

せ

L

め
､

45

小

宴
菜
の

免

許
倒

を

蘇

ず
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溌

更
に

亦

小

賛
美
の

専
門
営
業
的
性

質
を

薄
弱
な

ら

し

め

汽

其
の

表
面

的

濁
立

性

と

所
要

資
本
の

小

と
､

所
要
筋

肉
労
働
及

技
能
等
の

小

粥4

と

相

保
つ

て

何
等

素
質
も
智
識
も

技
能
も
経
験
も
無
い

所
謂
素
人
方
面
の

開
菜
が

頗
る

増
大
し
て

釆

た
の

で

あ
る

｡

為
に

昏
菓
基

礎
は

薄

萄
化

⊥
､

営
業

年
齢
は

低
下
し

､

競
争
は

虞
正

を

放
き

､

配

給
費
用

は

増
大
し

滑

費
者
の

不

便
を

招

来
す

る

等
社
食
的
負
措
も
比

例
的
に

増
加
し

た
｡

小

安
菓
者
資
格
潮
限

静
の

生

ず
る

所
以
で

あ

る
｡

而

し
て

小

安
業
者
資
格
制
限

論
も
小

膏
薬
数
制
限

論
と

同

様
客
観

的
状
勢

の

欒
移
に

照

鷹
し
て

否

定
か

ら

肯
定
▼へ

の

二

大
別

欒

革
む

経
験
し
っ

ゝ

あ
る

｡

惟
ふ

に

無
資
格
者
即
ち

所
謂
素
人
の

排
除
は

既
閲
菓
者
に

付
之
を

箕
行
す

る

か
､

若
は

新
開
業
者
に

仲
之
を
苦
行
す

る

か

の

二

途
を

出

で

な
い

｡

而

し
て

自
由
主

義
的
方

策
は

賓
乗
数

育
の

蟄
達
が

右
の

両

者
を

競
争

的
自
然
淘
汰
の

励
行
が

主
と

し
て

前
者
を

充

足
す

る

も
の

と

し
て

満
足
し

て

来

宅

何
れ

も
無

資
格
者
排
除

上

間
接
的
手

段
に

過

ぎ

ざ
る

こ

と

勿

論
で

哲
匂
｡

然
る

に

兢
制
主

義
の

時

代
に

入
つ

て

は
､

茸
乗
数
育
の

振

興
は

兎
も
角

､

其
他
の

手

段
に

付
て

は

直
接
的
な

る

を

原

則
と

す

る
｡

蓋

し

命
懸

け
の

産
莫
再
編
成
の

為
に

は

努
力

資
財
の

末

栴
的
小

葉
業
に

封
す

る

配

分

を

計
量

的
に

可

及

的
小

量
に

止

め
､

其
の

可

及

的
小

量
を

以
て

統
合
的
に

最
上

能
率
を

蟄
挿
す
る

こ

と
を

切

茸
に

要

求
さ

る

～

か

ら
で

あ
る

｡

之

が

為
に

は

小

頁
業
者
は

金

環
の

志

向
と
の

閲
聯
に

於
け
る

自
己
の

職
業
的
及

社
食
的
地

位

と

職
能
と

を

自
覚
し
て

行
動
す
る

こ

と

を

要
し

､

之
に

背
反
す

る

者
は

直
ち

に

既

存
管
菜
か

ら

若
は

新
規
開
業
か

ら

脱
落
せ

し
め

ら
る

ゝ

こ

と

を

必

要
と

す

る
｡

資

格
制
限
を

目

的
と

す
る

小

安
業
免

許
制
は

か

1

る

意
味
に

於
て

今
や

時
代
の

脚
光

む

浴
び

ん

と
し

て

ゐ

る

の

で

ぁ

る
｡

昭

和

十
一

年
十

一

月

頃

提
案
の

資
格
制
限
を

目

的
と

す

る

向

井
鹿
稔
氏
の

｢

小

安
業
法
案
要

綱
(

要
旨
)

+

は
､

其
の

個
人

的
意

歳

は

何
れ
で

も

あ

れ
､

其
の

時
代
的
背
景
む

貫
く
も
の

は

昔
時
漸
く
客

観
此
し
て

釆
た

全

噂
主

義
経
済
思
潮
だ
つ

た
の

で

あ

る
｡

ド

ヤ
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も
一

点

如

書
し
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各

論

｢

費
の

過
剰

封
架
と

し

て
の

免
許
制

既
述
日

商
の

ア

ン

ケ

ー

ト

に

依

れ

ぼ
､

制
限
を

必

要

と

す
る

程
度
に

業
者
の

濫
立

有
り

や
の

鮎
に

関
す

る

菜
者
圏

喋
の

回
答
は

同
業
組
合
に

閲
し

て

は

肯
定

三

五
､

否

定
二

六
､

商
業
組
合
に

関
し
て

は

肯
定
十
四

､

否

定
六

､

茸
菓

組

合
聯

合
食
に

関
し
て

は

肯
定

四
､

否

定
○
で

あ
つ

た
｡

だ

が

業
者
の

利
己

的
観
鮎
に

立

つ

限
少

､

貴
著
の

過

剰
が

競
争
の

存
在

と

同
一

意
味
を

有
す

る

可

能
性

多
く

､

従
つ

て

右
の

回

答
を

以
て

直
ち
に

一

般
を

律
す
る

諸
に

は

行
か

な

い
｡

業
者
過

剰
の

認
識
は

業
者
の

利
己

的

親
難
か

ら

公

共

的
観
軒
に

韓
他
す
る

難
か

ら

始
め

て

重
要

意
義
を

有
し

政

策
を

求
め
て

来
る

｡

蓋

し

過

剰
の

因
て

脅
す

資
本
の

重
複
投

資
､

浪

費
､

努
力
の

徒

費
､

智
隷

･

経
験

･

技
能
の

徒
滑

､

配

給
費
の

埠

蔦
は

何

れ

も

社
食
的
負
括
を

形

成
し

､

国
家
の

正

常
蟄
展
の

否

定

的
要

素
と

な

る

と
の

認
識
が

政

策
を

基
礎
付
け
る

の

で

あ

る

か

ら
｡

更
に

亦

過

剰
は

社
食
政

策
的
観
斬
に

立

つ

場
合
と

､

経

済
政

策
的

親
鮎
に

立
つ

場
合
と

其
の

認
識
を

異
に

す
る

｡

前
者
に

在
つ

て

は

小

安
業

者
の

中
産
階

級
的
地

位
の

重
税
か

ら

出

聾
し

､

其
の

中
産
階
級
的
生

活
費
の

維
持
獲

得
､

従
つ

て

亦

之
が

所
得
源
泉
た
る

小

安
配

給

利
潤
の

確
保
の

鮎
か

ら

過

剰
現

象
を

政

策
封
象
と

す
る

に

反
し

､

後
者
に

在
つ

て

は

全

購
脛

碑
中
に

占
む
る

小

安
配
給
経

済
の

地

位
の

了

解
か

ら

出
費
し

､

金

環
経

済
の

尊
慮
と
の

相

関
的
な

る

小

安
配

給
経

済
の

蟄
展
を

政

策
日

榛
と

す
る

も
の

で

あ
る

｡

従
つ

て

前
者
は

一

般

的
平
均
的
な
る

中
産
階
級
生

活
費
の

観
念
が

問
題
の

墳

底
を

形

成
し

､

手

段
と

L

て

の

小

頁
営
業
が

此
の

頃
庫
の

上
の

手

輯
少

と

せ

ら

る

ゝ

慶
に

特
徴
が

あ

る
｡

後
者
は

更
に

二

つ

の

敏
郎
か

ら

直
別
さ

れ
る

｡

生

産
菓

､

貿
易
業

､

娯
楽
皆
菓

､

接
客
業
等
他
の

諸
経

済
部

門
と

一

)ヽ

2 7

小

安
配
給
部
門
と
の

理

想
的
な

る

脛

済
配

分
比

率
を

想
定
し

､

此
の

想
定
に

照

應
し

て

小

費
莫
過

剰
を

改

発
封
象
と

す
る

凄
合
は

其
の

一

4 5

小

青
葉
の

免

許
働
を

論

ず
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に

し
て

､

所
輿
の

小

安
配
給
経

済
部
門
内

に

於
て

硯

茸
に

遂

行
さ

る

ゝ

配
給
職
能
量
に

個
別
的
に

非
ず
し
て

敢
倉
的
の

最
小

費
用
の

原

則

5 64

を

適
用
せ

ん

と

す
る

蓼
合
は

其
の

二

で

あ

る
｡

雨

着
の

中
前
者
に

付
て

は

既
に

過
剰
が

認
識
せ

ら

れ
､

現
に

進
行
中
の

所
謂
産
菓
の

再

編

成
は

之
が

解
決
手

段
を

提
供

す
る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ
は

一

般
経
済
政

策
の

範
時
に

屠
し

､

小

安
政

策
の

範
囲
内
に

は

存
し
な

い
｡

小

更

改

策
の

範
囲
内

に

於
て

は
一

般
経

済
政

策
が

原
典
し

た

小

安
部
門
経
済
内
に

於
け
る

経

済
性
の

追
求

を

企
園
す

る

を

以
て

充

分
の

課
題

と

す
る

｡
所
輿
の

小

勇
経

済
部

門
内
の

配

給
職

能
量
に

社
食
的
最
小
費
用
の

原
則
を

適
用
す

る

こ

と
は

､

理

論
上

蒐
づ

小

茸
巣
の

集
中
此
政

策
と

な

つ

て

も
現
は

れ

得
る

で

あ

ら

う
｡

夫
れ

は

百

貨
店
均

一

店
聯
鎖
店
等
の

集
中
経

営
に

比

し
一

般
早
漏
小

安
店
の

過

剰
が

認

識
せ

ら
る

1

こ

と
を

前
珪
と

す

る
｡

だ

が

小

安
菓
の

集
中
化
は

小

賛
美
社
食
政

策
と

明
に

帝
離
し

現
泰
の

虔
少

く
と

も
表
面

的
に

望
且

放

論
の

封
象
た

る

可

能
性
は

極
め
て

少

払
い
｡

従
つ

て

以
下
で

は

之
を

も
除

外
し

普

通
小

安
店
其
も
の

ゝ

過

剰
を

論
議
の

封
象
と

す

る
｡

一

定
時
の

閣
内
放
生

産
量
に

親
輸
出
入

数
量
を

加
減
す
る

時
は

正

常
に

虞
分

可

能
の

一

定
時
の

財
貨
の

棟
数
量
が

算
出
さ

れ

る

で

あ
ら

う
｡

之
等
財

貨
の

小

安
菓
界
へ

の

流
通
分

は

之
か

ら

更
に

再

投

資
分

､

自
己

滑

費
分

､

小

安
菓
以

外
の

諸
部
門
を

通

ず
る

滑
費
分
の

差

引

姥

顧
で

あ

る
｡

小

勇
業
者
の

固
有
職
能
が

財
貨
の

小

安
菓
界
へ

の

流
通

分
の

配

給
に

在
カ

と

す

る

な

ら

ば
､

経
済
政

策
的
観
鮎
に

立
つ

小

安
菓
過

剰
の

決
定

は

蒐
づ

右
流
通

分
の

正

確
計
量
に

出
聾
し
な

け
れ

ぼ

な

ら
な
い

｡

更
に

亦
､

配

給
商
品
は

数
量
の

増
加
の

み

な

ら

ず
､

質
の

向
上

種

類
の

複
雑
他
に

比

例
し
て

固
有
職
能
量
を

増
加
し

､

従
つ

て

配
給
設
備

を
多
く
要

求

す
る

｡

尤
も
其
の

一

部
は

商
品
の

数
量

的

側
面
に

則
し

て

計
量
せ

ら

る

1

け
れ

ど

も
必

ず
L

も
全

部
に

付
て

然
る

課
で

は

な

い
｡

小

貴
業
過

剰
の

決
定
は

か

く
て

亦

商
品
の

質
､

種

類
の

正

確
計

量
か

ら

出

聾
す

る

こ

と

を

も
必

要

と

す
る
｡

だ

が

重
要

商
品
に

付
て

の

数
量

､

大

量
生
産
品
の

質
､

種

類
を

例
外
と

し
て

パ

一

′

′

山
ト

r

｢

一

.

や

J
r

′

ド
l

げ

晦
`

一ナ

､

ゎ
L

帖
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加

我

国
経

済
の

現

段

階
は

果
し
て

ど
の

程
度
迄
か

ゝ

る

も
の

し

壷
確
統
計
を

具

備
し

居

る

だ

ら

う
か

｡

商
品
の

小

勇
業
界
へ

の

流
通

分

は

国

内

生
産

統
計
と

略

三
定
の

比

率
関
係
に

在
カ

と
の

前
提
か

ら

給
む

進
め

る

の

が

ナ

イ

ス

三
ム

で

あ
る

｡

だ

が

か

1

る

平
行

関
係
を

全

然
認
容
せ

ざ

る

こ

と
こ

そ

現

行
の

我

国
産
業
再

編
成
の

偏
り
無

き

委
で

あ

る
｡

人
口

数
君
は

世

帯
数

溌
計

里
方
の

基

準
と

す
る

過

対
決
定

も
右
の

修
正

方

策
で

あ

る
｡

人
口

数
若
は

世

帯
数
の

増
減
は

必

然
に

夫
れ

が

需
要

す
る

商
品
数
量
の

増

減
を

結
果
し

､

従
つ

て

亦

之

が

配

給
磯
閲
た
る

小

勇
設
備
の

増
減
む

招

来
す

る

と
の

考
慮
か

ら

出

撃
す

る

の

で

あ
る

｡

だ

が

之
が

為
に

は

何
よ

力
も
先
づ

人
口

若
は

世

帯
雷
カ
の

単
位

購
買
力
の

不
欒
が

前
提
た
る

こ

と

を

要

し
､

而

も

景
気
愛
動
は

直
ち
に

此
の

前
提
を

覆
滅
し

去
る

｡

小

東
条

界
へ

の

流
通
分
の

商
品
の

質
､

種
類

､

数
量
は

小

雪
業
者
の

東
上
分
の

質
､

種
類

､

聖
苛

も

あ

り

且
つ

滑
費
者
滑
費
分
の

質
､

種
類
及

整
盈

(

但
し

自
家
生

産
の

滑

費
､

生

産

卸
菓
者
よ

り
の

直
接
購
入

分
除

外
)

で

も
あ
る

｡

而

も

遺
憾

乍
ら

之
亦
信
憑
す
る

に

足
る

兢
計
が

無
い
｡

加
之

､

固
有
職
能
量
と
の

比

例
増
減
な
る

推
定
以
外
に

全

く
計
量
不

能
の

小
責
業
者

の

副
次
的
職
能
量
を

も

問
題

と

す
る

時
は

過

剰
の

決
定
は

愈
々

困
難
さ

を

加
重
す

る
｡

社

食
政

策
的
見
地

に

於
け
る

過

剰
決
定
の

基

準
は

､

右
に

反
し

小

責
菓
者
の

所
得
を

問
題
と

す
る

結
果
常
に

貨
幣
額
に

於
て

輿
へ

ら
れ

る
｡

此
の

場
合
に

も
小

勇
菓
界
へ

の

流

入

分
む

国
民
所
得
の

一

分

割
と

し
て

捉
ふ

れ

ぼ
､

国
民

兢

所
得
額
並
に

親
貯
蓄
痢
は

従
来
其
の

推

計
が

輿
へ

ら

れ
て

は

釆
た
が

､

交
通

･

衛

字
数

育
･

娯
楽
等
の

諸
費
の

推
計
皆
無
か

ら
差

引
決
定
は

壷
ハ

常
の

困
難
に

遭
遇
す
る

｡

消
費

者
側
の

小
膏
薬
者
よ

カ
の

購
入

額
統
計
も

慧
1

皆
無
で

あ

る
｡

従
つ

て

小
責
菓
界
へ

の

国
民
所
得
の

流

入

分
の

算
定
は

結
局

小

安
業
者
の

糞

姦
に

嘩
存
す

る

他
途

が

無
い

で

雪
う

｡

小

藁
者
の

要

義
は

其
の

遂

行
す

る

犠

串
量
に

封
す
る

封
債
で

雪
｡

而

し
て

小

責
業

7

者
の

蟻
能

雷
商
品
の

封
滑
費
者
配
給

誉
.
固
有
的
犠

壁
書
道

警
保
険

･

金

甲
貯
蔵
保
管

･

修
繕
加
エ

･

璽
真
偽

各
種
サ

ー

ヴ

45

小

安
菜
の

免

許
働

を

諭
ず



卿

一

橋

給

費

弟
四

巻
′

欝
五

既

ィ

ス

等
の

附

随
的
職
能

量
よ

カ
構
成
せ

ら
れ

､

夫
等
の

増
減
は

直
ち

に

小

茸
配

給
設
備
の

増
減
を

招
来
す
る

｡

此
の

場
合
好
都
合
な
こ

と

に

は

固
有
職
能

量
拭

勿
論
附
随
的
職
能
畳
も

常
に

封
債
と
ト

て

葉
上

額
の

中
に

加

算
せ

ら

れ
て

小
安
業
者
の

親
営
業
収

入

を

構
成
す

る
｡

小

責
発

着
の

生

宿
漁

具
た
る

べ

き

督
某
所
得
は

此
の

親

督
業

埠
入

と

親

営
巣
支

出
と
の

差
益
に

於
て

表
現
せ

ら

れ
､

之
が

最
も
信
憑
に

伍

す

る

過

剰
決
定
の

基
準
と
な

る
｡

だ

が

各
都
市
の

不

完
全

南
桑
調
査
を

例
外
と

し
て

故
に

於
て

も
亦

我

そ
は

統
計
鉄
除
の

喚
き

を

味
は

ね

ぼ
な

ら

な
い

｡

小

安
菓

界
へ

の

生

産

輸
入

数
量
若
は

国
民
所
得
の

流
入

分
の

高
は

其
の

時

芸
生

産
稔
入

力
若
は

国
民
所
得
額
乃
至

は

国
家
の

給

費
政

策
及

滑

費
者
の

滑

費
行
為
に

依
存
L

､

原

則
と

し

て

小

安
業
者
の

数
及

能
力
に

依

存
し
な

い
｡

過

剰
封
策
と
し

て

の

小

安
菓
免

許
制
の

立

場
よ

少

す

れ

ぼ
､

小
安
配
給
数
量
若
は

金
痢
は

他

者
の

輿
ふ

る

施

封
命
令

と

し
て

之
に

小
安
配

給
能
力
を

適
應
せ

し

む

れ

ぽ

足
カ

る

の

で

ぁ
る

｡

小

安
配
給
数
量
宕
は

金

額
と

小

安
配

給
能
力
と
切

相

互

比

戟
に

於
て

過

剰
が

認
識
さ

チ
と

す
る

な

ら

ば
､

従
つ

て

過

剰
の

蒜

は

後
者
の

縮
減
以
外
に

其
の

途
が

見
出
さ

れ
な

い
｡

.

過
剰
測
定
の

他
の

基

準

即
ち

小

安
配

給
能
力
は

琴
の

腎
菓
所
数
と

個

三
宮
薬

用
の

能
力
と
の

積
に

於
て

測
定
さ

れ
る

｡

改
に

営
巣
新
教

と

は

通
常
所
帯
店
舗
で

あ
る

が
､

配
給
厨

･

行
商

･

露
店

･

呼

資
力

も
之
に

準
じ
て

取
扱
は

れ

る
8

腎
某
所
並
に

準
腎
菓
靡
は

基

周
の

一

部
を

占
め

其
の

計
数
算
出
は

過

剰
測

定
基

準
の

中
最
も

容
易
な

る

も
の

で

あ

る
｡

然
る

に

個

空
曹

菓
所
の

能
力
は

事
情
全

く
相
反
し

､

性

質
上

測

定
最
も

困

撃
仏

る

曹
業

廟
及

膏
薬
者
の

人

的
及

物
的
の

能
力
と

人
口

密
度

･

賓
富

･

噂

苧
交

替
量
と
の

相

衰
頓
に

於
て

見
出
さ

る

1

閲
床
上
小

安
配
給
数
親

重
苦
は

倍
額
の

測

定
に

も
埼
ト
て

測
定
困
難
で

あ
る

｡

経

済
政

策

的
見
地
に

立

つ

小

安
業
過

封
の

決
定
の

困

難
の

主
因
は

虫
に

蟄
L

､

而

か

も
仮
令

過

剰
有

力

と

す
る

も

簡
単
に

距
離
其
他
小
勇
乗
数
制
限

を

以
て

律
L

待
ざ

る

理

由
は

故
か

ら

出
づ

4 5S
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√
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一

J

ト

ー

1
.

一
1

.

～

ぅ

斗

､

†

が
｢

盲

イ

.

.

J
∵

榊

葡

･･
尊

盛
r

沓
町

る

の

で

あ

る
｡

馨
し

小

安
巣
数
制
限

策
は

畢
寛
艶
小

嚢
配
給
数
量
若
は

倍
額
む

被
除
数
と

し
､

曹
某
所
数
を

除

数
と

す
る

商
を
理

想

的
型

醍
に

於
て

捉
へ

ん

と

す
る

政

策
た

る

鮎
に

於
て

相

互
に

異
な

る

小

安
配
給
能
力

を

算
術
平
均

的
に

平

等
祓
す

る

の

誤
謬
に

陥
る

か

ら
で

あ

る
｡

･
か

く
て

我
々

は

次
の

如
く

一

つ

の

準
沌
を

結
論
す
る

こ

と
が

出
来
る

か

も
知
れ

な
い

｡

個
々

昏
業
の

相

互
に

異
る

最
高
能
率
を

鉦
合
的

･

見
地
に

於
て

茸
地

に

捻
出
し

夫
の

凍

環
が

計
算
上

果
し

得
べ

き

小

安
配
給
親
数
量
若
は

金
額
む

現
に

果
し
っ

1

あ

る

茸

際
の

小

安
配
給
数

量
若
は

金
薪
に

等
L

か

ら
し

む

る

が

如
く
に

過

剰
を

決
定

し
､

其
の

過

剰
を

一

掃
す
べ

し

と
云

ふ

こ

と

之
で

あ

る
｡

脛
曹
畢
上

経
常
の

最

高
能
率
は

其
の

最
適
限
型
態
に

於
て

蟄
挿
せ

ら

る

1

の

を

常
と

す
る

か

ら
､

従
つ

て

過
剰
の

排
除
は

最
適
限
型
に

遠
い

も
の

ゝ

順
位
に

付

て

行
は

る

べ

く
､

新
設

･

接
張
･

移
樽
の

許
容
は

最
適
限
塑
の

茸
硯

を

目

途
に

行
は

る

ペ

き

で

あ
る

｡

理

論
上

､

純
粋
に

経
済
政

策
的
見
地

に

立
つ

過

剰
問
題
の

解
決
は

以
上
の

如
く
常
に

茸
際
の

各
経

営
の

社
食
的

能
力
に

即
應
し

て

解
決

.

せ

ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

従
つ

て

其
の

場
合

､

各
個
経
営
に

蹄
屠
す
べ

き

配

給
数
量
は

雷
然
た

其
の

太
さ

を

異
に

す

る

で

あ

ら

う

し
､

文

具
に

す
べ

き

で

あ
る

｡

然
る

に

社
食
政

策
的
見
地
に

立
つ

場
合
は

､

其
の

時
其
の

時
の

中
産
階
級
的
所
得
の

小

膏
菓
者
へ

の

確
保
む

理

想

と

す

る

虞
か

ら

所
得
顔
泉
を

為
す

小
安
配

給
癖
も
中
産
階
級
的
所
得
を

生

ず
る

程
度
に

確
保
さ

る

1

こ

と
が

必

要

と
な

る
｡

中
産
階
級

的

所
得
は

階
級

一

般
む

基

準
に

測

定
せ

ら
れ

､

首
該
構
成
員
に

平

均

的
に

安
督
し

従
つ

て

此
の

場
合
に

は

小

勇
配

給
額
は

原
則
と

し

て

個
々

小

童
業
者
に

平

等
に

配

分

せ

ら

る

1

こ

と

を
目

梗
と
せ

ね

ぼ
な

ら
ぬ

で

あ

ら

う
｡

聴

小
頁
配
給
額
を

旗

小

膏
薬
者
数
む

以
て

除

す

る

過

剰

決
定
の

方
策
は

其
虞
に

意

味
を

生

じ
､

小

豆
業
免

許
制
は

真
上

額
平

等
化
の

手

段
を

も

伴
ふ

必

要
が

あ

る
｡

q
ノ

3 1

扱
て

以
上
を

以
て

小

葉
業
過

剰
の

決
定
の

前
提
は

経
臍
政

策
的
に

は

配

給
せ

ら

る

べ

き

商
品

数
量
と

小

妻
妾
者
の

配

給
能
力

と
の

二

者

4 5

小

安
業
の

免

許
樹

を

諭
ず



】

橋

論

叢

夢
四

番

弟
五

競

諸

に

於
て

､

社
食
政

策
的
に

は

配
給
商
品
の

小

糞
額
と

中
等
階

級
的
所
得
と

に

よ

つ

て

概
ね

構
成
せ

ら
る

ゝ

と

云
ふ

こ

と
並

に

夫
等
前
提
が

由4

技

術
的
に

計

量
比

戟
が

困
難
な
る

こ

と

従
つ

て

亦

規

賓
に

操
る

べ

き

溌
計
資
料
が

映

乏

し

て

ゐ

る

鮎
等
を

明
に

し

た
｡

而

し
て

之

等
の

諸

前
提
が

仮
令

技
術
的
に

輿
へ

ら
る

1

と

す
る

も
､

夫
々

相
互

に

封
立

す
る

前
提

問
の

矛
盾
克

服
を
正

確
に

政

策
付
け
る

こ

と
が

､

小

青
菜

の

末
楕

的
地

位
に

鑑
み

資
本
主

義
現

段

階
の

計
毒
性
が

可
能
と

す

る

や

否

や
､

農
･

エ

菓

自
由
職
業

等
蘭
飴
の

中
産
階
級
政

策
の

貧
困
に

照

ら

し

公

正
の

観
念
に

果
し
て

適
合
す

る

や

否

や
は

頗
る

疑
問
無
し

と
し

な
い

｡

現

下
の

経

済
は

勿
論
計
量

化
へ

の

過

程
に

は

あ

る

が

而

も
未
だ

決
し
て

完
成
の

域
に

は

達
し
て

ゐ

な
い

の

で

あ

る
｡

雄
つ

て

高
一

小

勇
免

許
制
を

施
行
す
る

と

す

る

な

ら
ば

原

則

と

し
て

寧
ろ

資

格
制
限
の

薗
す

能
率

蟄
揮
を

以
て

経
済
政

策
的
手

段
に

替
へ

､

資

格
制
限
の

反

射
的
教
果
の

脅
す

業
者
数
制
限
を

以
て

社
食
政

策
的
手

段

に

代
ふ

る

間

接
手

段
の

方
が

経

済
の

現

段

階
に

於
て

は

せ

い
′
仲

1
の

虞
と
云

ふ

べ

き

で

あ

ら

う
｡

例
へ

ぼ

猫
逸
の

小

安
兼
保

護
法
の

茸
施
沿

革
を

見
る

｡

ド

イ

ツ

に

於
て

は

長

年
の

職
業

自
由
の

原

則
が

小

安
菓
の

不

均
衡

的
大
量
過

剰

と

其
の

個
々

経
営
形

態

蟄
展
上
の

構
成
的
悪

化

及

大
企
菓
へ

の

集
中
合
成
を

斎
し

た

鮎
に

鑑
み

､

一

九

三

三

年
五

月

十
二

日

小

安
美

保
護

法
む

苦
海
七

､

小

安
業

者
を

脅
威
す

る

危
険
の

防
禦
と

小
責
巣
の

中
産
階
級
的
定
常
の

存
揖
確
保
と

む

目

的
と

し

た
｡

か

く
し
て

墾
買

所

の

新
設
は

原

則
的
に

禁
止
せ

ら

れ
､

例
外
と

し
て

必

需
性
謹
明
が

為
さ

る

ゝ

場
合
に

の

み

許
容
さ

る

ゝ

こ

と
ゝ

な
つ

た
｡

必

需
性

謹
明
の

困
難
さ

を

想
起
す
れ

ぼ
､

常
時
の

小

安
美
保

護
法
は

明
に

固

定

的
･

ツ

ン

フ

ト

的
で

あ

少
､

其
の

法
的
性

質
に

従
へ

ぼ

明
に

隔
離
的
保
護

港
に

属
し
て

ゐ

た
｡

然
る

に
一

九

三

四

年
七

月

二

十
三

日
の

施
行

規
則
の

第
三

国
改
正

は
一

般
に

必

需
性

琵
明

を

断
念
し

､

志

望
者
の

能

力

讃
明

及

人

格
的
信
頼
性
を

一

般
全

提
に

道

引
揚
げ

た
｡

之
に

よ

つ

て

百

貨
店
均

一

店
､

段
階
債
格
店
其
他
特
殊
の

債
格
設
定
を

特
徴
と

す

る

小
賓
業
に

対
す
る

を

例
外
と
し

て
､

一

般
的
に

は

小

安
菜
過

剰
は

通

常
の

過
剰
と

直
別
し
て

異
常
の

過

剰
に

何
て

の

み

洪
的

封
象
と

ヤ
ー

山
ト

ト
.

ノ

ー

､

戦
.

血
甥

･

く

一

′

〟

才

一
l

｢

ギ

}

.

+
ト

.
-

仙
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す

Y
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一
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斗
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､

､

叫

ふ
叶

如

.イ
り
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j
J

机

,

_
t
M

･

血

書
町

.■

せ

ら

れ
､

か

く
し
て

小

安
美
保

護
法
は

固
定
的
且

過
渡
的
な
る

社
食
政

策
立

法

か

ら

経

済
政

策

的
な

る

F

イ

ツ

小

安
巣
の

囁
菓
階
級
的
蓉

展
の

基

本
法
へ

と

性

質
特
化

を

来
し
.
た
の

で

あ
つ

た
｡

吾
図
に

於
て

特
に

注
意
さ

れ

ね

ぼ

な

ら

ぬ

こ

と

で

蜂
あ
る

｡

.
〓

､

′
資

質
の

向

上

封

栄
と

し

て
の

免
許

制

正

常
な
る

経
済
蟄
展
に

於
て

虫
に

･

小

膏
職

能
量
の

増
加
有

斗

従
つ

て

小

安
菓
設

備
を

増

加
す

る

場

合
､

智
識
脛
験
其
他
の

一

■
定
珠

韓
棲
準
を

設
定
し

此
の

槙
準
の

最
高

斬
満
足
者
の

順
に

小

茸
開
業
を

許
可

す
る
こ

と

も

虞
義
に

於
け
る

資

格
制
限
の

範
疇
に

属
す
る

で

あ

む

う
8

だ

が

言
葉
の

持
つ

本
来
の

意

味
に

照

準
す

れ

ぼ
､

最
高
難
は

問
題
に

非
ず
L
て

榛
準

黙

劇
上
は

親
て

開
業
費
格
む

有
し

､

療

準
蘇
以
下

ぼ

凍
て

開
条
章

格
無
き

を

原

則
と

す
る

場
合
む

資
格
制
限
の

適
用

と

解
す

る

の

が

積
雷
で

あ
る

｡

放
て

資
格
制
限
の

小

安
菓
界
へ

の

通
用

は

右
の

如
く
其
の

年
商

常
に
･
無
資
格
者
の

排
除
を

伴
仏

英
の

排
除

率
は

資
格
設
定
の

厳
重
さ

に

正

比

例
し

て

欒
此
す

る
｡

例
へ

ぼ

大
伯

林

市
の

小

勇
桑
名
簿
に

伐
れ

ぼ
､

小

繋
業
者
数
は

一

九

三

五

年
の

六

六

七

九
一

か

ら

七
一

五

〇
一

､

五

入
〇

五

六
､

五

六
一

三

八

と

逐

年
逓

減
の

一

途
を

迫
つ

て

ゐ

る

が
､

其
の

原

因
の

一

は

明

に

同

市
小

安
業
者
に

適
用
の

能
力

澄
明

制
度

.

に

由
来
す

と

考
へ

ら

れ

る
｡

小

安
集
散
過

剰
の

解
決
を

直
葎
手

段
に

依
ら

ず
し
て

資
格
制
限

を

以
て

意

識
的
に

代
替
せ

し
め

ん
と

す
る

可

能
性
は

か

く
し
て

頗
る

濃
厚

此
し
て

来
る

｡

だ

が

資
格
制
限
の

蘭
す

業
者
数
制
限
は

飽
く
造

反

封

的
間

接
的
結
果
に

過
ぎ

ず
､

従
つ

て

資

格
制
限
を

内

容
と

す
る

小

安
集
魚

許

制
は

常
に

業
者
の

資
質
向
上
に

よ

る

社
食
的
な

能
率
促
進
む

直
荏
目

的
に

持
つ

｡

資
格
制
限
の

手

段

は

各
方

面
の

提
案
を

綜
合
す
れ

ぼ

主
と
し

て

健
康

･

年
齢

･

資
産

･

素
質

･

技
能

･

教
育

･

智
識

･

経

験
･

人

格
の

諸
蘇
に

於
て

捷
へ

ら

れ

る
｡

幻

｢

健
康
の

確
保
は

避
曹
囁

蟄
展
の

必

須

條
件
で

曽
ソ

時
に

亦

蒋

費
者
保

護
の

孟
で

も

挙
る

｡

然
れ
ど

も
小

勇
業
の

資
格
要

件
が

其
の

名

脚

小

景
貴
の

免

許
嘲
を

静
ず



一

橋

論

叢

第
四

番

解
五

放

3 4

に

催
す
る

が

為
に

は

脛

皆
の

一

般
的
要

件

牢
る

に

止

ま

ら

ず
小

勇
菓
た

野
す
る

特
殊

的
要

件
た
る

塞
が

あ

る
｡

健
庭
の

吟
味
は

従
つ

て

由A
-

資
格
要

件
と

L
て

は

決
し
て

重
要

性
を

占
む

る

に

足
カ
ぬ

で

あ

ら

う
｡

年
齢
制
限
は

制
限
外
の

者
は

常
識
上
心

身
の

蟄
育
に

鑑
み

通
常
適

格
者
た

ら
ざ

る
べ

し

と
の

概
然
的
推
定
の

箆
制
他
に

止

ま

少
､

即
ち

年
齢
其
物
に

意
義
を

有
せ

ず
し

て

年
齢
む

通

じ
て

蘭

徐
資
格
要

件
を

推
定
す

る

虞
に

意
義
を

有
L

､

謂
は

ぼ

爾
飴
資
格
要

件

吟
味
の

省
略
手

段
で

あ

る
｡

従
つ

て

蘭
飴
資
格
要

件
の

吟
味
の

焼
を

厭
は

ず
と

す

れ

ぼ
､

年
齢
制
限
外
の

適
格
者
逸

脱
の

回
避
の

難
か

ら

も

年
齢
制
限
は

之

を

慶

止
し

て

毒
も
差

支
は

な
い

｡

商
品
の

剋

韓
は

年
画

賛
本
の

岡
樽
に

し
て

資
本
は

営
業

費
展
の

不

可

映
の

要

件
を

構
成
し

､

資
本
映
乏

に

悩
む

営
巣
数
は

経
験
上

頗
る

多
し

と

さ

れ

て

ゐ

る
｡

だ

が

問

題
･
は

業
種
別

地

域
別
に

蔑
何

を

最
低
叡
要

件
と
す

る

や
､

最
低
額
所
有
を

如
何
に

し
て

護
明

せ

し

む
る

や
に

至
つ

て

困
難
に

逢
着
す

る
｡

結
局

前
者
に

付
て

は

経

験
的
に

最
適
限
経
営
の

蟄
見
を

通

じ
て

決
定
す

る

他
無

く
､

後
者
に

付
て

は

或
は

取

引
金
融
横
国
に

澄
明
を

負
捺

せ

し

む
る

を

便
宜
と

す

る
｡

伊
太

利
の

商
人

規
制
把

関
す
る

緊
急
勅
令

は

真

珠
手

段
を

社
食
保
護
に

関
ら

し

め
て

保
詮
金
の

供
託

を

命
じ

､

一

九

三

三

年
十
二

月

十
六
日
の

ド

イ

ツ

圃
経

済
大
臣
の

同

輩
は

人

格
的
信
頼
性
の

吟
味
に

財
政

的
給
付
能
力
の

試

験
を

加
へ

得
る

と

な

し
､

必

要

資
金
不

足
の

場
合
に

は

不
正

陰
謀
へ

の

誘
惑
大
な

少

と

し

信
塩
性
に

閲
し

特
別
に

厳
格
な

る

準
縄
が

賦
課
さ

る

べ

き

も
の

と

し

た
｡

小

安
菓
者
の

材
能
は

封
外
取
引
上
の

夫
れ

と
､

封
内

経

営
上
の

夫
れ

と
よ

り

成
立

し
､

天

賦
の

性
能
よ

り

輿
へ

ら
れ

､

若
は

畢

習
･

修

業
･

研

究
･

経

験
よ

り

輿
へ

ら

れ

る
｡

而

し
て

自
由
主

義
経
済
下

の

商
人
と

し
て

の

成

功
條
件
は

何
よ

力

も
尭

づ

対
外
駆
引
換
言
す

れ

ぼ

国
英
斎
輩
に

尭

ん

七

た

る

仕
入

販
貿
の

有
利
な

る

操
作
に

存
L

､

商
人

的
素
質
は

従
つ

て

亦

有
力
な

る

成
功
健
件
で

も
あ
つ

冤

然
る

に

事
欒
下
の

物
資
溌
制
の

進
展
は

債

格
及

配

給
経
路
の

単
純
化
･

固
定
化

を

促
進
し

､

漸
次
自
由
主

義
的
操
作
を

困
難
な

ら
し

め
､

若
は

政

策
上

之

を

嫌
悪

L

て

釆
た

｡

商
人

的

素
質
は

か

く
て

現

在
に

於
て

は

資
格
要

件
と

す

る

必

垂
性

は

頗
る

少
い

｡

ド

イ

ツ

に

巷
つ

て

も

専
問

青
､

し

r
･
.

し

ノ

ー

如
ト

ー
.

一

小

ヰ

一

ノ

i
才

湧

r

叶

■.. -

心

巾

げ

叶

､

一
ト

.
k

九
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叫
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智
識
の

琵
明
は

現

在
の

資
詮
的
智
識
の

澄
明

に

止

ま

カ
､

例
へ

ぼ

商
人

的

素
質
及

適
格
と

云
ふ

如
き

一

定
の

人

間
の

本
質
の

疑

は

し
い

未

論
決
の

琵
明
に

ま
で

及

ぼ

ず
と

さ

れ
て

ゐ
る

｡

技
能
は

白
米
小

安
･

靴
小

貸
等
の

手
工

業
的
販
膏
菓
を

本
衆
的

符
徴
と

す
る

小

膏
薬
者
に

付
特
別

吟
味
を

要
し

其
他
は

商
菓
賓
経
と

し

て

吟
味
さ

る

ゝ

を

便
利

と
す

る
｡

智
識
及

経
験
は

小

安
業
を

L
て

専
門
的
営
巣
た

ら

L

む
る

最
重
要
な

る

積
極
要
件
を

構
成
し

､

畢
校

歌

育
及

徒
弟
修
巣
は

人

格
陶
冶
の

鮎
を

度
外
成
す

れ

ぼ

智
識
及

経

験
の

修
得
手

段

従
つ

て

亦

澄
明

手
段

に

過

ぎ

な
い

｡

試
験
施
行
が

智

識
経

験
の

澄
明

手

段

た

り

得
る

限

カ

か

く
て

試
験
の

合
格
も
亦

畢
校

教
育
及

徒
弟
修
業
と

同
列
に

取
政
は

れ

る

得
る

理

で

あ

る
｡

唯
畢
校

教
育

-

と

賓
菓
従
事
と

は

前
者
は

智
識
に

後
者
は

経

験
に

重
鄭
を

置
く

塵
に

相
違
が

存
し

､

従
つ

て

各
種
提
案
は

畢
校

卒
葉
音
に

勤
し

て

も

箕
地

＼

訓

練
む

要

件
と

す
べ

し

と
す

る

が
､

此
の

論
を

貫
く
限
り

現
今
の

店
主
の

智
識
程
度
に

鑑

み

徒
弟
修
業
者
に

も
智
識
試
験
を

併
課
す
べ

し

と
の

論
を

首
然
に

生

ず
る

で

あ

ら

う
¢

一

般
に

試
験
課
目

は

商
業
智
放
と

商
業

賓
践
を

中
心
に

乙

種
商
業
畢
校

卒
業
程
度
を

以
て

通

常
と

し
､

最
近
の

経
済
状
勢
を

考
慮
L
て

之
に

小

賛
美
に

直
接
関
係
あ

る

各
種
配
給
並
に

債
格
粧
潮
規
則
閲
係
智
識
の

吟
味
の

加

味
を

以
て

充

分

と

考
へ

る
｡

ド

イ

ツ

の

現

状
に

於
て

は
一

九

三

四

年
十
月

二

十
四
日
の

経
済
大
臣
の

布
告
に

従
へ

ぼ

専
門
智
隷
に

屠
す

る

も
の

は

雷
該

一
掃
係
商
品
部
門
の

技
術
的
智
識
(

商
品
畢
)

に

簿
記

､

原

債
計

算
及

競
争
の

眞
正

不

眞
正
に

閲
す
る

一

般
的
智
識
で

あ

る
｡

商
品

拳
の

中

に

は

重
要

商
品
若
は

商
品
種

唇
の

教
生

･

組
成

･

状
態
及

使
用

可

能
性
に

閲
す

る

智

識
並
に

貯
蔵
に

閲
す

る

智
識
が

数
へ

ら

れ

る
｡

而

し

て

同
産

臍
大
臣
の

指
示

準
縄
に

依
れ

ぼ
､

ニ

ケ

年
の

修
拳

､

五
ケ

年
の

従
業
農
耕
間

､

試
験
の

合
格
の

何
れ
か

一

つ

の

詮
明

あ

る

易
合
若

特
殊

事

情
に

於
て

他
の

方
法
に

よ

り

専
門
智
識
が

推
知
せ

ら

る

ゝ

場
合
之
を

以
て

専
門

智
識
の

琵
明

有
力
と

せ

ら

れ

る
｡

本
智

識
の

詳

論

明

負
括
は

勿
論
志

望
者
に

廃
し

て

ゐ

る
｡

小

安
菓
の

免

許
倒

を

静
ヂ

4(i3

:が



一

梼
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春

希
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故
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ド

イ

ツ

灯

於
て

は

専
門
智
識
の

謹
明

と
相

並

ん

で

人

格
的
信
頼
性
を

有
す
る

こ

と

即
ち

秩
序
的
に

し

て

法
律
及

良
俗
に

達

磨
し

た

経
営

的4

捨
象
む

像
箆
す
る

魔
の

資
格
の

所
有
を

許
可

前
提
と

し
､

之
が

所
有
む

保
讃
す
る

人
々

の

み
が

正

ね

小

安
葉
上
の

営
業
生

活
が

日
々

経
営

所
有
者
に

課
す

る

重
大
要

求

む

満
足
せ

し

め
る

と

す
る

｡

文

人

格
的
信
頼
性
の

吟
味
に

は

銑
述
の

如
く
許
可

申

請
者
の

財
政

的
給

付
能
力

の

吟
味
が

属
せ

し

め

ら

れ
る

こ

と

が

出
来

､

文

中
請
者
に

封
し

嘗
て

二

度
賓
施
さ

れ

た

和

解
事

績
若
は

破
産
手

頼
も
そ

れ

に

室

つ

た
事

情

＼

及

事

績

中
に

於
け
る

申
請
者
の

態
度
に

闊
ら

し
め

て

特
別
に

参
照
さ

れ

る
｡

だ

が

健
康
要
件
に

閲
し

既
に

遽
べ

た
る

が

如
く
小

雪
菓
資
格

要

件
は

一

般
的
要
件
た
る

以
外
に

常
に

特
殊

的
要

件
た
る

必

要
が

あ
る

｡

而
し

て

人

格
的

信
頼
性
は

秩
序
あ
る

社
食
生

活
維
持
の

一

般
的

條
件
で

あ

り
､

従
つ

て

特
に

小

黄
葉
者
の

資
格
要

件

た
る

が

為
に

は

特
殊
の

社
食
的
理

由
が

手

鞠
少

と
さ

れ

ね
ぼ

な

ら
ぬ

で

あ

ら
う

｡

ド

イ

ツ

に

於
け
る

か
ゝ

る

特
別
の

社
食
的
理

由
は
ナ

チ

ス

政

権
樹
立

の

政

治
的
沿
革
に

基

因
し

､

中
産
階
級
従
つ
■
て

亦
小

茸
菜
よ

カ
の

政

治

的
反

封
者
及
ユ

ダ
ヤ

の

排
除

が

右
理

由
を

構
成
す
る

も
の

と

考
へ

ら
れ

る
｡

国
家

及

国
民
の

凍
て

の

他
の

上

位
の

生
活
必

要
性
に

封
す

る

金

饉
経

済
夫
故
に

亦

小

安
菜
の

従
属
化
原
料
に

従
つ

て
､

か

く
て

反

国
家
的
志

操
を

箕
讃
す
る

人
々

.
は

人

格
的

信
頼
性
む

所
有
し

な
い

こ

と

ゝ

な

る
｡

だ

が

吾
困
は
ド

イ

ツ

と

其
の

政

治
的
沿
革
を

異
催

し
､

其
の

特
殊

的
理

由
む

直
ち
に

以
て

我
国
に

常
飲
め

る

こ

と

は

勿
論
不

可
で

あ

る
｡

若
し

も
吾
圃
小

茸
菜
免

許
制
に

人

格
要
件
を

加
味
す
べ

し

と

す

る

な

ら

ば
､

結
局

免

許
制
茸
施
の

社
食
的
底
流

に

照

應
し

､

勒
廃
液

湊
の

運
行
に

手

掛
り

を

見
出
す

他
無
い

で

あ

ら

う
｡

即
ち

戦
争
目

的
確
保
の

手

段
と

し
て

国
民
生

括
中
に

占
む

る

小

安
巣
の

重
要

性
に

鑑
み

戦
時
経

済
を

良
く
理

解
し

統
制
に

背
反

せ

ざ
る

小

茸
業
者
の

み
が

営
業

要
件
む

充

足
す

と

考
へ

ら
る

べ

き

で

あ
る

｡

此
の

場

合

従
つ

て

人

格
要

件
は

臨
時
應

急
的
に

過
ぎ

ず
､

戦
時
経
済
の

滑
滅
に

倖
つ

て

油
滅
せ

し

め

ら

れ
る

｡

更
に

亦

人

格
要

件
は

性
質
上

滑
極

的

要
件
で

あ

る
｡

其
の

意
味
は

人

格
要
件
の

適
用
は

夫
れ
が

持
つ

例
外
的

性
質
に

堆
つ

て

積
極
的
に

普
通

人

以
上
の

人

格
者
蟄
見
に

努
力

さ

∵

如
一

バ

1

_
ト

∵
㍉

ニ

:
′

こ
イ

㌢
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卜
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l
町

芝
き

に

罪
ず
L

て

消
極
町
に

瞥

直
人

以

下
の

罪
人

称
骨
の

静
入
の

防
止

に

勢
力
さ

る

ぺ

し

と
一

芸
こ

と
で

挙
る

｡■

ド

イ

ヶ

に

於
て

専
門

智
識
の

澄
明
と

異
り
逆
に

官
廉
側
が

人

格
不

信
頼
の

設
問

負
括
を

負
揺
す

る

の

は

之

が

薦
で

あ
る

｡

ド

イ

ツ

に

於
て

は

専
門
智

識
の

琵
明
は
二

般
に

管
轄

権
あ
る

犠
菓
代
表
並

に

商
工

合
議
所
を

通

じ
て

提
出
せ

ら

れ
､

人

格
的

信
頼
性
の

琵
明

に

付
て

も
時
に

然
少
で

あ
る

｡

和

蘭
の

小

企
業
開
設
浜
も
然
る

が

如
く
吾
圃
も
亦

之

に

倣
ふ

を

通
常
と

す
る

で

あ

ら

う
｡

今
ド

イ

ツ

の

小

安
菜
保
護
放
の

箕
蹟
を

大
ベ

ル

リ

ン

市
に

付
ベ

ル

ク

ン

商
工

合
議
所
の

鑑
定

活
動

を
通

じ

摘
記
す

れ

ぼ

次
の

如
く
な
る

｡

∵
九

三

七

年
度

親
申

請
数
五
二

六

｢

其
の

中
新
設
中
清

一

八

〇
二

引
継
申
請
三

四
五

九
､

推
常
数
三

八

六

九

拒
絶
数

三

元
二

､

推

罷
理

由
の

中
五

年
以
上
の

官
該
部
門
の

従
菓
長
期
間
の

澄
明
に

よ

る

も
の

二

六

四

四
､

専
門
智
款
試
験
合

格
に

よ

る

も
の

ー

二

二

五
､

拒
絶
理

由
の

中
､

専
門
智
識
試
験
に

不

合
格
の

も
の

八

六

四
､

異
常
過

剰
若
は

必

需
性
映

除
に

よ

る

も
の

三

八

五
､

人

格
的

不

信
頼
性

に

よ

る

も
の

一

四
三

一

九
三

八

年
度

.
級
申
請
数
七

〓
ハ

一

､

其
の

中
撤
回

至
○

､

新
設
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